
Tax update

昨年10月に発足した岸田文雄内閣は、「成長と分配
の好循環」と「コロナ後の新しい社会の開拓」をコン
セプトとして、新しい資本主義の実現に取り組んでい
ます。そのためには、企業が研究開発や人的資源など
への投資を強化し、稼いだ利益を多様なステークホル
ダーへ還元しつつ、持続的な成長を達成していくこと
が必要不可欠です。こうした観点に立ち、令和4年度
税制改正において、賃上げを積極的に行う企業に対す
る減税措置（インセンティブ）が強化されました。

給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度のう
ち、新規雇用者に係る措置が見直されました。継続雇
用者の給与総額を一定割合以上増加させた企業に対し
て、雇用者全体の給与総額の対前年度増加額の最大
30％を税額控除できる制度に改組されました。基本
は15％の税額控除ですが、増加割合の大きな企業や
人材投資（教育訓練）に積極的な企業に対しては、上
乗せされて最大30％となります。また、一定規模以
上の大企業に対しては、マルチステークホルダーに配
慮した経営への取組みを宣言することが適用要件とさ
れます。この宣言は自社のウェブサイト上で行い、宣
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※1　経済産業省が記載要領等を公表している。

改正前 改正後

適用要件

給与総額の増加率 新規雇用者の給与総額：対前年度増加率2%以上 継続雇用者の給与総額：対前年度増加率3%以上

マルチステークホルダーへの配慮＊1 ― 従業員への還元や取引先への配慮を行うことを宣言してい
ること

税額控除 控除率最大20% 控除率最大30%

控除率を乗ずる対象 新規雇用者の給与総額 雇用者全体の給与総額の対前年度増加額

控除率

基本 15% 15%

上乗せ（賃上げ） ― ＋10%：継続雇用者の給与総額：対前年度増加率4%以上

上乗せ（教育訓練費） ＋5%：教育訓練費＊2の対前年度増加率20%以上 ＋5%＊3：教育訓練費の対前年度増加率20%以上

控除上限額 当期の法人税額×20% 当期の法人税額×20%

＊1　資本金10億円以上、かつ、常時使用従業員数1,000人以上の大企業に対する要件とし、自社のウェブサイトに宣言内容を公表したことを経済産業大臣に届出
＊2　確定申告書に教育訓練費の明細書の添付（改正後：明細書の保存）が必要
＊3　控除率10％の上乗せ措置を受けない場合は、合計20％

出典：財務省「法人税に関する改正について」

▶表1　大企業における賃上げ促進税制

36　　情報センサー Vol.178 July 2022



言内容等を経済産業大臣に届け出る必要があります。
具体的な宣言内容は、給与等の支給額の引上げ及び教
育訓練等の実施の方針、下請事業者その他の取引先
との適切な関係の構築の方針などです※1。令和4年4

月1日から令和6年3月31日までの間に開始する事業
年度において適用される2年間の時限措置となります
（＜表1＞参照）。

中小企業における所得拡大促進税制が改組されまし
た。中小企業全体として雇用を守りつつ、積極的な
賃上げや人材投資を促す観点から、控除率の上乗せ
要件を見直すとともに、税額控除率を最大40％に大
胆に引き上げた上で、適用期限が1年延長されました 

（令和6年3月31日までの間に開始する事業年度まで）
（＜表2＞参照）。

収益が拡大しているにもかかわらず賃上げも投資も
特に消極的な大企業（資本金1億円超）に対して、租
税特別措置法における特定税額控除※2を不適用とす
る措置について、一定の企業に関しては、「給与にか

Ⅳ　特定税額控除規定の不適用措置の見直し

※2　研究開発税制、5G導入促進税制、DX投資促進税制、CN投資促進税制など。
※3　経済産業省が「賃上げ促進税制」に関するガイダンス・FAQ集などを公表している。

Ⅲ　中小企業の賃上げを促進する
　　税制措置の見直し
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かる要件」が厳しくなります。資本金10億円以上か
つ従業員1,000人以上の企業で前年度黒字である場
合は、継続雇用者の給与総額の対前年度増加率が1％
（令和4年度は0.5％）未満であることとされます。前
述した賃上げ促進税制の適用を受けない大企業であっ
ても、研究開発税制などの特定税額控除の適用を受け
ている場合には、状況によっては毎年の給与増加率に
注意を払う必要があるので、留意が必要です。

今回の改正により、大企業については雇用者全体の
給与総額の対前年度増加額の最大30％、中小企業に
ついては最大40％という賃上げ促進に係る税制措置
としては過去最大水準の税額控除率が適用される制度
となりました。一方、計算対象となる給与等や雇用者
の定義、計算方法などは細かく規定されているので、
実際の適用に当たっては間違いが生じないように、制
度の十分な理解が必要です※3。

Ⅴ　おわりに

改正前 改正後

適用要件

給与総額の増加率 雇用者全体の給与総額：対前年度増加率1.5%以上 　　（変更なし）

税額控除 控除率最大25% 控除率最大40%

控除率を乗ずる対象 雇用者全体の給与総額の対前年度増加額 　　（変更なし）

控除率

基本 15% 15%

上乗せ（賃上げ）

+10%

雇用者全体の給与総額：対前年度増加率2.5%以上 +15% 雇用者全体の給与総額：対前年度増加率2.5%以上

上乗せ（教育訓練費） 教育訓練費増加等の要件の充足 +10% 教育訓練費の対前年度増加率10%以上

控除上限額 当期の法人税額×20% 　　（変更なし）

＊　教育訓練費増加等の要件：次のいずれかの要件
　　①　教育訓練費の対前年度増加率10%以上
　　　　　　確定申告書に教育訓練費の明細書の添付（改正後：明細書の保存）が必要
　　②　中小企業等経営強化法の認定経営力向上計画における経営力向上の証明（改正後：廃止）

出典：財務省「法人税に関する改正について」

▶表2　中小企業における賃上げ促進税制
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